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Ⅰ 令和３年度 神戸市国民健康保険事業について 

１ 制度運営 

  平成 30年度より、都道府県が財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率

的な事業の確保などの事業運営において中心的な役割を担うことにより、国民健康保険

制度の安定化を図ることとなった。 

  一方、市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理や保険給付、保険料の規定の

決定・賦課・徴収、保健事業等の地域におけるきめ細やかな事業を引き続き担うことと

なった。 

  神戸市国民健康保険としては、兵庫県国民健康保険運営方針を踏まえ、市民の医療を

受ける機会の確保や健康の増進に果たすべき役割を十分に認識し、引き続き健全な事業

運営を行っていく。 

 

【財政運営の仕組み】 

・兵庫県が財政運営の責任主体となり、保険給付に必要な費用を全額、県内市町に対して

支払う。 

・兵庫県が、県内市町ごとに国保事業費納付金の決定、「標準保険料率」の算定及び公表

を行い、県内市町は「標準保険料率」を参考に保険料率を定め、保険料を賦課・徴収

し、県に納付金を納める。 
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２ 被保険者数・世帯数 

  被保険者数は令和３年度末で303,210人（前年度比2.5％減）、世帯数は207,121世帯

（前年度比1.7％減）となっている。 

 【被保険者数・世帯数の各年度末の状況】 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

被保険者 
被保険者数 314,536人 310,973人 303,210人 

伸 び 率 ▲2.8％ ▲1.1％ ▲2.5％ 

世 帯 
世 帯 数 210,902世帯 210,649世帯 207,121世帯 

伸 び 率 ▲1.7％ ▲0.1％ ▲1.7％ 

 

３ 保険料 

⑴ 医療分保険料 

その年に県が必要と見込んだ保険給付費の県内総額から国の補助金等を除いたもの

を、医療費水準※や所得水準に応じて県内市町に割り当てた納付金等をもとに、基礎

控除後所得に応じて納めていただく所得割、世帯の加入者数に応じて納めていただく

均等割、１世帯あたり定額の平等割の３つの合計で負担していただいている。 

※兵庫県国民健康保険運営方針の改定（令和２年 12月）により、令和３年度からは

医療費水準の違いを反映しない納付金算定が行われている。 

 

⑵ 後期高齢者支援金分保険料 

その年に国に納付すべき後期高齢者支援金の県内総額から国の補助金等を除いたも

のを、所得水準に応じて県内市町に割り当てた納付金等をもとに、神戸市国保の加入

者に、医療分同様、所得割、均等割、平等割の３つの合計で負担していただいている。 

※75 歳以上の後期高齢者医療にかかる財源は、公費（５割、国：県：市＝４：１：

１）、75歳以上の方の保険料（１割）、現役世代からの支援金（４割）から成り立

っている。現役世代からの支援金については、各保険者の加入者数に応じた負担と

なっており、国においてその納付額が定められている。 

 

⑶ 介護分保険料 

その年に国に納付すべき介護納付金の県内総額から国の補助金等を除いたものを、

所得水準に応じて県内市町に割り当てた納付金等をもとに、40歳以上65歳未満の国保

加入者に、医療分同様、所得割、均等割、平等割の３つの合計で負担していただいて

いる。 

※介護保険にかかる財源は、公費（５割、国：県：市＝２：１：１）、65歳以上の方

（１号被保険者）の保険料（23％）、40歳から65歳未満の方（２号被保険者）の保

険料（納付金、27％）から成り立っている。各保険者は２号被保険者数に応じて納

付金を負担することとなっている。 

 

○国民健康保険制度の安定的な運営のため、平成27年度からの低所得者対策の強化の

ための全国約1,700億円の財政支援に加え、平成30年度から財政調整機能の強化や保
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険者努力支援制度として、全国約1,700億円の更なる財政支援の拡充が実施されてい

る。 

 

所得割45%
（所得額割）

加入者の基礎控除後の
所得額の総額

一般会計 保険料

平等割17%
（世帯割）

÷ ÷

世帯数

　　国民健康保険料は、医療分保険料と後期高齢者支援金分保険料と介護分保険料（40歳以

上65歳未満の被保険者）からなる。それぞれの保険料は、所得割、均等割、平等割からなる。

÷

所得割45%
（所得額割）

県支出金 保険料

加入者数

【令和3年度の後期高齢者支援金分保険料】

平等割17%
（世帯割）

令和３年度に兵庫県へ納付すべき国保事業費納付金（介護納付金分）

令和３年度に兵庫県へ納付すべき国保事業費納付金（後期高齢者支援金分）

【令和3年度の医療分保険料】

令和３年度に兵庫県へ納付すべき国保事業費納付金（医療分） 保健事業費等

加入者の基礎控除後の
所得額の総額

加入者数

均等割38%
（被保険者割）

一般会計

÷

一般会計

均等割38%
（被保険者割）

【令和3年度の介護分保険料】

40歳以上
65歳未満の
世帯数

40歳以上
65歳未満の
加入者数

40歳以上65歳未満の
加入者の基礎控除後の

所得額の総額

÷ ÷

世帯数

÷÷÷

所得割42%
（所得額割）

均等割41%
（被保険者割）

保険料

平等割17%
（世帯割）

所得割料率 平等割額均等割額

所得割料率 平等割額均等割額

保険料の決め方

所得割料率 平等割額均等割額
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【令和３年度保険料】 

・医療分の保険料の額は…

所得割額 均等割額 平等割額

＋ ＋

　＝　保険料年額（63万円を超えるときは63万円）

・後期高齢者支援金分の保険料の額は…

所得割額 均等割額 平等割額

＋ ＋

　＝　保険料年額（19万円を超えるときは19万円）

・介護分の保険料の額は…

所得割額 均等割額 平等割額

＋ ＋

　＝　保険料年額（17万円を超えるときは17万円）

40歳以上65歳未満の加入者の
３年度算定用所得額×3.02％

13,890円×40歳以上
65歳未満の加入者数

6,760円

23,650円

8,590円３年度算定用所得額×3.30％ 12,450円×加入者数

３年度算定用所得額×8.81％ 34,260円×加入者数

 

 

 

【保険料率の推移】 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
(参考) 

令和４年度 

医療分 

所得割料率 8.58％ 8.89％ 8.81％ 8.41％ 

均 等 割 額 33,700円 35,380円 34,260円 34,270円 

平 等 割 額 24,040円 24,570円 23,650円 22,550円 

限 度 額 61万円 63万円 63万円 65万円 

後期高齢者 

支援金分 

所得割料率 3.44％ 3.22％ 3.30％ 2.98％ 

均 等 割 額 13,300円 12,500円 12,450円 11,750円 

平 等 割 額 9,490円 8,680円 8,590円 7,730円 

限 度 額 19万円 19万円 19万円 20万円 

介護分 

所得割料率 4.18％ 3.08％ 3.02％ 3.14％ 

均 等 割 額 19,700円 14,780円 13,890円 14,660円 

平 等 割 額 8,890円 7,060円 6,760円 6,950円 

限 度 額 16万円 17万円 17万円 17万円 
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〈参 考〉 

平成30年度からの保険料算定方式 

平成30年度から、兵庫県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、兵庫県国民健康保険運

営方針において、将来的な統一保険料を目指す方向性が示される中で、下記のとおり保険料算定

方式の変更を行った。 

 

○賦課割合 

兵庫県が定める標準保険料率の算定基礎となる賦課割合に変更 

所得割：均等割：平等割＝（従 前）50：30：20 

（変更後）45：38：17（介護分は42：41：17） 

 

○神戸市独自の所得控除 

配偶者控除及び扶養親族にかかる所得控除を廃止したうえで当分の間、子ども（18歳以下）、

障害者、寡婦・ひとり親（令和２年度までは寡婦(夫)）の控除を継続 

①18歳以下の子どもの人数に応じて・・・・・・・・33万円 

②障害者・寡婦・ひとり親・・・・・・・・・・・・26万円 

③同居特別障害者・・・・・・・・・・・・・・・・53万円 

④住民税非課税の障害者・寡婦・ひとり親・・・・・92万円 

 

神戸市独自の所得控除について 

国民健康保険法施行令の改正を受け、所得割保険料の算定方式を、平成26年度から基礎控除後所得方

式（総所得金額等から基礎控除の33万円※を控除した後の所得額をもとに所得割保険料を算定する方式）

に変更した。 

※令和３年度以降は合計所得金額により異なり、合計所得2,400万円以下は43万円。 

この変更に伴い、平成25年度以前の住民税課税方式（総所得金額等から各種所得控除額を控除する方

式）より大幅に保険料が増加しないように、所得割算定用所得を計算する際に、住民税上の扶養親族、

障害者、寡婦(夫)に対する所得控除を適用することとした。 

平成30年度から、被扶養者のうち、配偶者・扶養親族（18歳以下の子どもを除く）に係る独自控除を廃

止し、18歳以下の子ども、障害者、寡婦(夫)の控除を継続することとした。 

令和３年度から、税制改正に伴い、寡婦(夫)に係る独自控除の対象者を、寡婦・ひとり親へ変更した。 

 

○激変緩和措置 

 平成30年度からの保険料算定方式の見直しにより、保険料負担が急激に増加しないように、

平成29年度の算定方式で計算した保険料より増加する場合、増加額を本来増加する金額の15％

までとする緩和措置を実施（差額×0.85を控除） 

※令和元年度以降、平成29年度算定方式の保険料と当該年度の保険料との差額（増加額）を、毎年度 

段階的に引き上げ、令和６年度で緩和措置を終了する。 

令和元年度:30％(差額×0.70を控除)、２年度:45％(差額×0.55を控除)、３年度:60％(差額×0.40を控

除)、４年度:75％(差額×0.25を控除)、５年度:90％(差額×0.10を控除)、６年度:緩和措置終了 
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４ 保険給付 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の流行による医療機関の受診控えが影響し保

険給付費は大きく減少していたが、令和３年度はコロナ禍以前の水準近くまで受診行動

が回復している。また、被保険者数は減少している一方で、高齢化や医療の高度化によ

り１人当たりの保険給付費は増加傾向となっている。 

 

【保険給付費の推移】 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

総 額 106,591,024千円 101,786,105千円 107,413,630千円 

１ 人 当 た り 332,768円 324,042円 347,033円 

伸 び 率 (総 額 ) ▲0.3％ ▲4.5％ 5.5％ 

伸び率(１人当たり) 3.1％ ▲2.6％ 7.1％ 

 

 

○医療費動向について(全体) 

                              下段：対前年度伸び率 
 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 

国民健康保険 

総 医 療 費 
1,255億円 

▲0.7％ 

1,190億円 

▲5.2％ 

1,257億円 

5.6％ 

被保険者 1 人 

当たり医療費 

392,010円 

2.7％ 

378,913円 

▲3.3％ 

405,984円 

7.1％ 

被保険者 1 人当たり 

レセプト件数／年 

18.05件 

1.0％ 

16.58件 

▲8.1％ 

17.77件 

7.1％ 

レセプト 1 件 

当たり医療費 

21,718円 

1.8％ 

22,848円 

5.2％ 

22,850円 

0.0％ 

 

＜参考＞医療費の推移(月別) 
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（参 考） 
 

平成元年度 令和２年度 令和３年度 

後期高齢者医療 

被保険者 1 人 

当たり医療費 

1,038,456円 

▲0.5％ 

994,578円 

▲4.2％ 

1,012,047円 

1.8％ 

被保険者 1 人当たり 

レセプト件数／年 

34.14件 

▲0.6％ 

32.11件 

▲5.9％ 

32.54件 

1.3％ 

レセプト 1 件 

当たり医療費 

30,415円 

0.03％ 

30,974円 

1.8％ 

31,097円 

0.4％ 

 

 

 

○神戸市国民健康保険の主な保険給付は、以下のとおりである。 

 

⑴ 療養の給付 

国民健康保険制度では、病気やけがをした場合、診療、投薬、注射、手術、処置な

ど療養そのものを給付する現物給付が原則となっている。 

【一部負担金の割合】 

 就学前児童 ２割 

 就学児童～69歳  ３割 

70歳～74歳の高齢受給者  ２割 ※現役並み所得は３割 

 

⑵ 高額療養費 

１か月（月初から月末まで）に、医療機関等に支払った一部負担金が自己負担限度

額を超えた場合に、その超えた額を支給する。 

 

 平成元年度 令和２年度 令和３年度 

件 数 232,115件 243,940件 249,247件 

金 額 13,341,987千円 13,163,695千円 13,626,938千円 

 

⑶ 高額介護合算療養費 

医療保険と介護保険の両制度で自己負担があり、１年間の自己負担の合算額が、自

己負担限度額を超えた場合に、その超えた額を支給する。 

 

 平成元年度 令和２年度 令和３年度 

件 数 356件 396件 487件 

金 額 10,450千円 15,435千円 17,533千円 
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⑷ 出産育児一時金 

被保険者が出産したとき、一時金として40.4万円（産科医療補償制度の適用がある

場合は、1.6万円を加算）を支給する。 

令和４年１月１日以降の出産は40.8万円（産科医療補償制度の適用がある場合は、

1.2万円を加算）を支給する。 

 

 平成元年度 令和２年度 令和３年度 

件 数 1,123件 969件 985件 

金 額 452,732千円 401,816千円 407,779千円 

 

⑸ 葬祭費 

被保険者が死亡したとき、葬祭を行った者に５万円を支給する。 

 

 平成元年度 令和２年度 令和３年度 

件 数 1,816件 1,808件 1,925件 

金 額 90,800千円 90,400千円 96,250千円 

 

⑹ 傷病手当金 

被用者のうち新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が

疑われ、その療養のために労務に服することができなかった者に対して、その労務に

服することができなかった期間における給与の３分の２を支給する（令和２年５月～

実施）。 

 

 令和２年度 令和３年度 

件 数 31件 163件 

金 額 2,278千円 5,933千円 
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５ 保険料収納 

保険料の収納実績の向上は、国保財政の基本的収入を確保するとともに、被保険者間

の負担の公平を確保する観点から重要な課題となっている。 

令和３年度は、証更新方法の運用変更に伴う収納率の低下を滞納処分でカバーするこ

とを見込んでいたが、区から債権徴収担当への引継ぎ時期に執行件数が一時的に減少し

たこと、滞納者に対しては強制徴収もありうるとのアナウンスメント効果が浸透するの

がこれからであることから、決算収納率は 93.83％と前年度の 93.89％から 0.06 ポイン

トの低下となった。 

 

⑴  多様な納付機会の確保 

保険料の納付方法は口座振替を原則としているが、加入者の利便性を確保するため

コンビニエンスストアでの収納や公的年金からの特別徴収を実施している。令和２年

度からはスマートフォン決済による収納（「PayB」「LINE Pay」「楽天銀行」「PayPay」

「au PAY」「J-coin pay」）を開始し、収納環境の改善を図った。 

また口座振替促進のため、区役所・支所等の窓口では、届出印が不要で簡単・迅速

に手続きが可能なキャッシュカードによる口座振替申込みの受付を行っている。 

【利用状況】 

 平成元年度 令和２年度 令和３年度 

口 座 振 替 54.76％ 55.05％ 55.40％ 

コ ン ビ ニ 収 納 23.63％ 27.65％ 25.10％ 

スマートフォン決済 － 1.14％  1.82％ 

金融機関・郵便局等 14.76％ 9.09％ 10.51％ 

特 別 徴 収 6.85％ 7.07％ 7.17％ 

※コンビニ収納、スマートフォン決済及び金融機関・郵便局等の割合は収納件数から算出 

※キャッシュカードによる口座振替申込件数 

令和３年度 12,623件 前年度比＋293件（令和２年度：12,330件） 

 

⑵ 減額・減免の適用 

① 法定減額・条例減免 

保険料の負担軽減として、前年所得に基づく減額（国制度）及び当該年度の見込

み所得に基づく減免（市制度）を適用している。 

本市では減免制度を広く適用できるよう努めており、これらの減額・減免によっ

て約８割の方の保険料が軽減されている。今後もホームページ等の周知方法を通じ

て、適切な軽減制度の適用に努めていく。 
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【減額・減免の状況】 

 
平成元年度 令和２年度 令和３年度 

世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 

延べ加入世帯 213,091 － 212,938 － 211,025 － 

法定減額世帯 152,968 71.8％ 149,839 70.4％ 149,659 70.9％ 

条例減免世帯 15,672 7.4％ 22,443 10.5％ 18,085 8.6％ 

合 計 168,640 79.1％ 172,282 80.9％ 167,744 79.5％ 

※上記以外に、非自発的失業者に対して給与所得を100分の30とみなす負担軽減措置が 

適用されている。 

令和３年度 4,545世帯 対前年度比▲1,617世帯（令和２年度：6,162世帯） 

 

② 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等の世帯への保険料減免 

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の死亡、重篤

な傷病、事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入の３割以上の減少となる方に

ついて、国の財政支援を受けて保険料の減額または免除する制度を設けている。 

※令和３年度保険料適用件数 2,654件 対前年度比▲4,871件（令和２年度：7,525件） 

なお、令和４年度も国の財政支援が行われることから、引き続き減免制度を実施

している。 

 

⑶ 初期的未納世帯への電話催告業務委託 

早期の催告で納付忘れや遅延を抑制して長期的滞納を予防するため、初期的未納世帯

に対する電話催告を令和元年度から民間事業者へ委託し、休日・夜間を問わず電話催告

を実施した。 

※平成 30年度以前は非常勤嘱託員による実施 

【電話催告件数の推移】 

令和元年度：53,529件（令和元年８月～令和３年５月実績） 

令和２年度：69,263件（令和２年８月～令和３年５月実績） 

令和３年度：79,919件（令和３年８月～令和４年５月実績） 

※６～７月は受電業務繁忙期のため、催告架電業務は停止している。 

 

⑷ 納付相談による収納の確保 

保険料の滞納世帯に対して、令和３年度より短期被保険者証等の郵送交付を原則とし

たが、納付が困難であるなどの納付相談に対しては、引き続き区役所窓口や電話などに

より、世帯の生活状況等を伺いながら、減額・減免や分納等の相談も含めた対応を行っ

ている。 
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⑸ 滞納整理事務の適切な実施 

再三の呼びかけを行っても納付に応じない世帯に対しては、納付資力調査（財産調査）

を実施し、財産があるにもかかわらず納付に応じない世帯等に対しては、被保険者負担

の公平性を確保するため、差押えなどの滞納処分を実施している。 

なお、令和３年度（10月）からは、滞納処分事務を行財政局税務部収税課へ集約化し、    

令和４年４月からは人員を増加して執行体制の強化と効率化を図り収納率の向上を目指

す。 

 

【令和３年度 滞納処分の実施状況】 

① 財産調査実施  3,306世帯 対前年度比▲3,661世帯（令和２年度：6,967世帯） 

② 差押え実施件数   659件 対前年度比   ＋36件（令和２年度：623件） 

 

＜参考＞保険料の収納状況（不現住控除後） 

 調定額 収入額 未収金額 徴収率 前年比 

元年度 

総 額 33,902,836 28,507,731 5,395,105 84.09 0.62 

現年分 29,577,284 27,554,928 2,022,356 93.16 ▲0.70 

滞繰分 4,325,552 952,803 3,372,749 22.03 2.62 

２年度 

総 額 33,213,696 28,330,111 4,883,585 85.30 1.21 

現年分 29,140,424 27,359,019 1,781,405 93.89 0.72 

滞繰分 4,073,272 971,091 3,102,181 23.84 1.81 

３年度 

総 額 33,323,344 28,426,900 4,896,444 85.31 0.01 

現年分 29,366,288 27,554,092 1,812,196 93.83 ▲0.06 

滞繰分 3,957,055 872,808 3,084,247 22.06 ▲1.78 

※調定額、収入額、未収金額の単位は千円。徴収率、前年比の単位は％。 
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６ 医療費の適正化 

⑴ レセプト点検の実施 

ITを活用した自動点検及び高額レセプトを中心とした目視点検を実施した。 

 平成元年度 令和２年度 令和３年度 

効果額 353,485千円 365,204千円 365,089千円 

 

⑵ 柔道整復及び鍼灸あん摩・マッサージ療養費申請書の全件点検の実施 

柔道整復療養費、鍼灸あん摩・マッサージ療養費について、申請書の全件点検を実

施した。 

 

効果額 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

柔道整復 216,568円（15件） 1,999,141円（195件） 2,910,890円(284件) 

鍼灸あん摩・マッサージ 2,132,988円（77件） 2,610,731円（189件） 1,759,725円(90件) 

 

⑶ 海外療養費および海外出産育児一時金請求書の点検の実施 

海外療養費や海外出産育児一時金の不正受給を防止するため、海外医療機関で発行

された書類を翻訳し点検するとともに、海外医療機関等に対して受診状況の照会を行

った。 

 

点検件数 平成元年度 令和２年度 令和３年度 

海外療養費 15件 ８件 ６件 

海外出産育児一時金 14件 17件 ５件 

 

⑷ 第三者行為求償事務の強化 

交通事故など第三者の不法行為により生じた保険給付について、国民健康保険が立

て替えた医療費を、国保連合会へ委託して第三者に求償している。さらに取り組みを

強化するため、専門的な知識や経験を有する損害保険会社 OBを配置し、第三者への

直接求償や損害保険会社との過失割合交渉を実施した。 

 

 平成元年度 令和２年度 令和３年度 

国保連合会 

（委託） 
求償額 

168,894千円 

（211件） 

136,592千円 

（217件） 

110,576千円 

（239件） 

神戸市 

（直接） 

求償額 
2,398千円 

（2件） 

8千円 

（1件） 

なし 

（0件） 

過失割合交渉 
804千円 

（18件） 

958千円 

（15件） 

1,999千円 

（19件） 
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⑸ ジェネリック医薬品（後発医薬品）使用促進への取り組み 

ジェネリック医薬品の使用割合について、これまで国は令和２年９月までに 80％を

目標としていたが、令和３年４月に「令和５年度末までに全都道府県で 80％以上」と

する新たな目標が設定された。 

【神戸市の使用割合】 

平成 30年９月 令和元年９月 令和２年９月 令和３年３月 令和４年３月 

72.7％ 75.2％ 77.7％ 78.8％ 78.4％ 

全国平均：82.1％（令和３年３月） 

 

①  ジェネリック医薬品差額通知の送付 

    生活習慣病の薬剤を処方されている被保険者等に対して、先発医薬品からジェネ

リック医薬品に変更した場合の一部負担金の差額を通知した。また、被保険者が処

方を受ける際にジェネリック医薬品を希望していることを伝えやすいよう、「ジェ

ネリック医薬品お願いカード」をホームページに掲載し、ダウンロードできるよう

にしている。 

【差額通知の発送状況】 

 平成元年度 令和２年度 令和３年度 

発送件数 11,878件 13,277件 14,896件 

発送時期 12月（１回） 11月（１回） ５・11月（２回） 

 

②  薬局への働きかけ 

    令和３年度に、窓口での被保険者への説明に活用してもらえるよう、被保険者向

けリーフレットを作成し、市内薬局 776 か所に配布した。 
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７ 保健事業 

  平成 30 年 3 月に策定した第２期神戸市国民健康保険保健事業実施計画（データヘル

ス計画 平成 30～35 年度）に基づき、生活習慣病等の予防に向けた保健事業を実施した。 

 

⑴ 特定健診・特定保健指導の実施 

   40歳から74歳の国保加入者を対象に行う特定健診・特定保健指導を、指定医療機関、

健診機関への委託により実施した。 

   なお、健診機関における特定健診・特定保健指導の実施に当たっては、令和２年５

月26日付厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除を踏

まえた各種健診等における対応について」において引用されている、健診関係の学

会・団体等が連名で策定した対策を参考に、感染予防対策を実施した。 

 

① 実施状況（法定報告より） 

 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

目
標 

特定健診受診率 55％ 60％ 36.0％ 38.0％ 40.0% 

特定保健指導実施率 50％ 60％ 10.0％ 13.0％ 16.0% 

実
績 

特定健診  

 

対象者数 238,834人 230,664人 222,856人 217,512人 216,940人 

受診者数 78,600人 77,254人 75,211人 69,554人 61,905人 

受診率 32.9％ 33.5％ 33.7％ 32.0% 28.5% 

特定保健指導  

 

対象者数 8,621人 8,542人 8,302人 7,649人 6,923人 

終了者数 683人 591人 916人 1,077人 1,051人 

実施率 7.9％ 6.9％ 11.0％ 14.1% 15.2％ 

（参考：令和２年度法定報告兵庫県市町平均 特定健診受診率30.9% 特定保健指導実施率26.8%） 

 

② 特定健診受診券の送付状況 

４月１日時点で神戸市国民健康保険に加入している全ての対象者に、年度当初の

４月に一括送付している（予約混雑対策のため、誕生月により４グループに分け、

１週間おきに発送）。 

 

 

 

 

③ 特定保健指導の区分別実施状況 

特定健診の結果に基づき、メタボリックシンドロームに該当した者を対象に、生

活習慣病を予防するための行動変容と自己管理ができるよう、特定保健指導を実施

した。 

  

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

受診券発行 240,059人 239,487人 235,495人 
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④ 特定健診受診率・特定保健指導実施率向上対策 

若年層の受診率向上と、健診予約の利便性のさらなる向上を目指して、特定健診

を完全無料化するとともに、けんしん問合せチャットボット・WEB予約システム

を導入した。 

神戸けんしん問合せチャットボット利用状況（令和３年度） 

利用者数 アクセス件数 

27,528人 200,942件 

神戸けんしん WEB 予約サイト利用状況（令和３年度） 

特定健診 後期高齢者健診 30 歳健診 神戸市健康診査 計 

4,429人 134人 130人 919人 5,612人 

 

また、対象者を確実に受診に結び付けるため、AIを活用して従前の受診パターン

等を分析し、受診への行動変容を促すにあたり最も効果的と考えられる通知物を未

受診者へ送付する受診勧奨を実施した（９月）。 

勧奨者数 勧奨後の受診者数 勧奨後の受診率 

48,750人 13,049人 26.8% 

 

その他、下記のとおり各種の取り組みを実施した。 

 

ア．セット健診の実施 

特定健診・特定保健指導と、本市が実施するがん検診（胃・肺・大腸・乳・子

宮頸がん）を同日に受診できる「セット健診」を、健康ライフプラザおよび兵庫

県予防医学協会健診センターにおいて実施した。 

  

法定 

報告 
平成30年度 令和元年度 令和２年度 

対象者 

【A】 

特定保健指導 特定保健指導 特定保健指導 

8,302名 

積極的 

支援 

動機付け

支援 7,649名 

積極的 

支援 

動機付け

支援 6,923名 

積極的 

支援 

動機付け 

支援 

1,646名 6,656名 1,536名 6,113名 1,409名 5,514名 

利用者 1,155名 210名 945名 1,381名 256名 1,125名 1,338名 286名 1,052名 

終了者 

【B】 
916名 111名 805名 1,077名 102名 975名 1,051名 125名 926名 

終了者 

の割合 

【B/A】 

11.0％ 6.7％ 12.1％ 14.1％ 6.6％ 15.9％ 15.2％ 8.9％ 16.8％ 
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 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

健康ライフプラザ 5,158名  4,775名  5,524名  

予防医学協会健診センター 555名  607名  963名  

合計 5,713名  5,382名  6,487名  

 

イ．拠点会場における健診当日の特定保健指導初回面接の分割実施 

健診当日に把握できる結果の範囲で特定保健指導の対象と見込まれる者に対し

て、初回面接を実施した。 

 

 

 

 

 

ウ．拠点会場受診者への個別結果説明等の実施 

兵庫県予防医学協会・健康ライフプラザ、予防医学協会健診センター、長田区

役所、須磨区役所、灘区役所、北神淡河地域における特定健診の受診者に対して、

後日、個別に健診結果を説明し、必要な者に対して特定保健指導初回面接を実施

した。 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

結果説明・参加者 33回・1,216名 27回・881名 56回・1,382名 
 

特定保健指導 

初回面接実施者 
128名 132名 191名 

 

JA兵庫厚生連において、結果が要医療かつ特定保健指導の対象となった者に

対して、医療機関の受診勧奨とあわせて、特定保健指導の利用勧奨又は同厚生連

が開催する「すこやか相談会」への参加勧奨を行っている。なお４年度は、健診

結果個別結果説明会開催場所の拡大を予定している。 

 

エ．インセンティブ付与事業（ヘルスケアポイント）の実施  

特定健診の受診率向上を目的として、41歳から69歳の特定健診の受診者のうち

応募者の希望に合わせて大腸がん検診の無料受診クーポンまたははりきゅうマッ

サージ助成券を送付した。 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

応募数合計 10,460件 9,916件 9,667件 

 大腸がんクーポン 9,103件 8,606件 8,545件 

はりきゅうマッサージ券 1,357件 1,310件 1,122件 

 

なお、令和4年度応募分からは上記に加えて“こうべ旬菜”等の神戸産農産物

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

特定保健指導の対象と 

見込まれる者 

258日程  

2,145名  

218日程  

1,641名  

231日程  

1,401名  

初回面接実施者 810名  585名  608名  

 特定保健指導対象者 568名  530名  549名  
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を抽選でプレゼントすることとしている。 

 

⑵ 30歳健康診査による生活習慣病の早期発見 

若年期からのリスク評価による生活習慣病の予防や早期発見による重症化予防を目

的として、30歳健康診査を実施した。 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

対象者(受診券発行)数（イ） 2,265名 2,170名 2,021名 

受診者数（ロ） 296名 263名 283名 

受診率（ロ/イ） 13.1% 12.1% 14.0% 

 

 ⑶ 重症化予防対策 

① 糖尿病性腎症重症化予防事業 

ア．訪問等による保健指導（治療中断者・未治療者） 

医療レセプトより糖尿病性腎症のハイリスク者となる糖尿病の治療中断者、ま

た特定健診結果により糖尿病治療が必要な医療機関の未受診者を確認し、受診勧

奨を中心とした訪問等による保健指導を実施した。 

    

 

 

イ．糖尿病治療中の者に対する保健指導 

  令和２年９月より、糖尿病や糖尿病性腎症で治療中の者に対し、主治医と連携

を図りながら、生活習慣の改善を目的とした訪問指導を開始しており、令和３年

度までは長田区、北区をモデル区として実施した。 

 令和２年度 令和３年度 

対象者数 実施者数 対象者数 実施者数 

北区 88人 14人 49人 6人 

長田区 41人 6人 20人 3人 

合計 129人 20人 69人 9人 

なお、令和４年度からは、全市域に対象を拡大して実施することとしている。 

 

② 慢性腎臓病（CKD）予防事業 

特定健診の結果から腎機能低下が確認されたハイリスク者のうち、医療機関未受

診者に対して、文書・電話・訪問により、受診勧奨を中心とした保健指導を実施し

た。 

 

 

 

  

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

保健師等による個別保健指導 132名 196名 241名 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

保健師等による個別保健指導 116名 248名 142人 
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③ 高血圧対策 

令和２年９月より、高額な医療費の発生や将来、要介護になりやすい虚血性心疾

患や脳血管疾患の予防を目的として、重度の高血圧者に対して受診勧奨や生活習慣

改善指導を開始した。 

 

 

 

④ 健康ライフプラザにおける健康教室の開催 

特定保健指導の対象にはならない（メタボではない）が、生活習慣病のリスクが

ある者を対象に、健康ライフプラザで糖尿病予防教室および慢性腎臓病予防教室を

開催した。 

 

 

 

 

 

⑤ 特定健診結果が要医療の者に対する医療機関の受診勧奨 

  特定健診の結果返送後に、要医療項目の該当がある受診者に対して、通知による

医療機関の受診勧奨を実施した。 

 

 

 

 

⑷ 重複処方を受けている者に対する啓発等 

   重複処方を受けている者に対し、お薬手帳の適正利用を目的として、啓発ハガキを

送付した。 

令和３年度からは、お薬手帳の使用啓発とともに、適切な服薬管理・服薬指導に役

立てていただけるよう、調剤レセプトをもとに重複・多剤処方内容を個別に記載して

いる。 

 

 

 

 

⑸ 神戸市薬剤師会との協力による服薬指導 

国保レセプト情報をもとにお薬手帳の利用がなく重複・多剤処方があり、健康への

影響が懸念される者を抽出し、薬剤師によるお薬手帳を活用を促すことを中心に個別

指導を実施した。  

 令和２年度 令和３年度 

抽出対象者 10名 20名 

 個別指導実施者 1名 3名 

 令和２年度 令和３年度 

保健師等による個別保健指導 252名 342名 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

回数 参加人数 回数 参加人数 回数 参加人数 

糖尿病予防教室 15回 464人 12回 197人 12回 185人 

慢性腎臓病予防教室 6回 196人 11回 212人 13回 234人 

 令和２年度 令和３年度 

受診勧奨通知 751件 2,797件 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

啓発ハガキ送付 12,103件 8,388名 8,088名 
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⑹ フレイルチェックの実施 

心身の活力が低下し介護が必要な状態に移行しやすいフレイルを早期発見し、生活

習慣の見直しを促すことを目的としたフレイルチェックを、65歳および70歳の国保加

入者を対象に、拠点会場や協力薬局において実施した。   

 

 

なお令和３年度より、フレイルチェックの結果、フレイルのおそれがある者に対して 

は、栄養・運動等に係る保健指導をフレイルチェックと同時に実施している。 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

65歳 66歳 会場別計 65歳 66歳 会場別計 65歳 70歳 会場別計 

協力薬局 137名 56名 193名 145名 37名 182名 162名 534名 696名 

拠点会場 524名 83名 607名 539名 107名 646名 344名 744名 1,088名 

計 661名 139名 
（総計）

800名 
684名 144名 

（総計） 

828名 
506名 1,278名 

（総計） 

1,784名 


